
























⼯業所有権制度問題研究費（事務費）
令和８年度予算（案） 2.6億円（2.6億円）

事業⽬的・概要 事業スキーム（対象者、対象⾏為、補助率等）

事業⽬的
産業財産権制度を巡る国内外の環境が激しく変化する中、
我が国の産業財産権制度や運⽤等が、更なるイノベーション
促進や産業競争⼒の強化に資するものとなるよう、実態を踏ま
えた不断の⾒直しを⾏う際に必要となる情報収集や課題抽
出・分析、事例把握等を⾏うことで、制度改正や運⽤改善等
の企画⽴案に活⽤できる基礎資料の提供を⽬的とする。

特許庁総務部企画調査課

成果⽬標・事業期間
1989年度から⾏っている事業であり、
国内における必要な制度改正、運⽤改善、運⽤周知等の
実現を⽬指す。

事業概要
まず、産業財産権制度を取り巻く状況を踏まえ、特許庁が重
点的に調査研究を⾏うテーマを選定する。
選定した調査研究テーマに応じて、例えば、①深い知⾒を有
する学識経験者等の専⾨家を交えた研究委員会における調
査研究論点等の検討、②国内外における公開の情報調査に
おける関係論⽂・判例等の調査、③⾼い関⼼を有する国内
企業・有識者等へのヒアリング・アンケート調査等、最も適切な
⼿法での調査を⾏う。
最終的には、調査した内容・結果を、産業財産権制度の法
制⾯・運⽤⾯における課題抽出・分析や既存の制度の運⽤
改善に向けて、報告書に取りまとめる。

国 ⺠間企業等

請負


































